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サービス利用者の将来見通し  

［平成17年度］  ［平成23年度］  

訪問系サービスの  

利用者数  

＝＝●■■■●■＝＝■＝＝■■■■■■■●●■■■■■●■■●■■●●■●■■■●■■■■■■■■■■■  

亘……………ざl煽溝作意所‥J万人……………き  

日中活動系サービスの  

利用者数  

25万人  24万人  

居住系サービスの  

利用者数  

一般就労への移行  

者数  
一般就労移行者0．2万人  

※平成15年  

福祉施設における  

雇用の場  

就労継続支援（雇用型）  

3．6万人  福祉工場   0．3万人  

※ 計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある  11   



居住系サービス利用者の将来見通し  

＜推計の考え方＞  

○ 自立訓練事業等の実施に伴う施設入所からグループホーム・ケアホーム等への移行を推計。  
○ 受け入れ条件が整えば退院可能な精神入院患者の退院促進に伴う利用者数を推計。  

25万人  24万人  

16万人（△6万人）  
22万人   

福祉ホーム・一般住宅等へ  
※ 計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある   12   



［事例1］  

地域移行に向けた取り組み（北海道の例）  

実∵績  

グループホームの整備（H16～17）  
・施設から地域へ  皇80人移行  

・施設の定員減数  ▲101人   

小規模サテライトの利用（H17）  

・地域移行への訓練  46人  

（うち機能転換による定員減予定▲28人）  

現状  
所者数11．676人  

※ 平成17年4月1日現在  

1．知的障害者グループホームの緊急整備   

・地域生活支援や定員減を行うケースを優先指定  

2． 入所施設の機能転換   

○障害者施設等の日単位利用（構造改革特区活用）   

○入所施設の小規模サテライト化（構造改革特区活用）   

・民家等を入所施設のサテライトとして利用  

→ 地域での暮らしを経験し、地域移行へ（3年間の有期限）  

→地域移行に合わせ、グループホーム等への機能転換（定員減）   

○地域生活に向けた体験型支援   

・アパート等において社会生活を体験（最長1ケ月）  
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北海道  
入所施設の小規模サテライト化（構造改革特区計画）   
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［事例2］  
地域移行に向けた取り組み（宮城県の例）  

目＋横  

平成17年度から22年産までの間に  

現 ∴」堕  

所者数   2．174人  

施設から地域へ（ゲル＿プトム） 360人分   

日中活動の場  990人分  ※ 平成18年1月現在  

みやぎ知的障害  

者施設解体宣言  
地域移行を推進  

○知的障害者グループホーム整備促進事業   

→ グループホームの立ち上げ時に備品購入費・建物改修費を補助  

○知的障害者地域生活移行型施設機能強化事業   

→ 社会福祉法人より「知的障害者地域生活移行推進計画書」の提出を求め、  

これに基づき実施される自立訓練事業を補助  

○知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業   

→ グループホームの空室等を活用し、自立した生活を一定期間体験する事業  

○重介護型グループホーム支援事業   

→ 重度の利用者のため、法定基準を超える世話人等を配置  

等  
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宮城県  

「地域生活移行支援プロジェクト」実施プランによる地域生活移行の推進  

地域生活  

歴 

「転L 

． 

什   

グループホームを利用定員  

で新たに500人分確保  
（①＋②）  

親元からグループホーム  
ヘの自立  

140人②  

②のうち在宅時に既に適所  
型施設等を利用 50人   

②のうら親元からの自立に  
合わせて新たに適所型施設  
等を利用  

90人③  

地域生活移行   

360人①  

適所型施設等を利用定員で  

新たに990人分確保  
（①＋③十㊨）  

＊適所型施設等  

・更生施設（本体施投）  
・更生施設（分場）  

・授産施設（本体施設）  

・授産施設（分場）  

・デイサービスセンター  
・福祉工場  
・デイサービス事業所 等  

養護学校卒業生のうら（在  
宅のままで）進路として適  
所型施設等を利用  

540人㊨  
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［事例3］  

地域移行に向けた取り組み（長野県の例）  

目＋標   

平成15年度から19年度までの闇に  

施設から地域へ480人の移行をめざす  
（約15．1％）  

※平成17年12月現在270人が既に地域へ移行  
（約8．5％）   

現 状  

所者数  3．182人  

※ 平成15年3月末現在  

日へ波・地・ 行 山大  サクセスモデルの実現  

（H15～）  

西駒郷（注）の地域生活移行を推進  
（障害者自律支援室と酉駒郷自律支援部を設置）  

5- 

①地域住民の意識改革  

②施設利用者、家族の意識改革  
③より開かれた社会の実現   

（注）西駒郷‥■県立の知的障害者大規模入所施設  

（定員500人）  

■■■■■■  ■l● ■ ● ■ ■ ● ■  

■  
■  
■   
■  

；－障害者総合支援センター事業  

；→圏域ごとの相談支援体制を構築  

トグループホームや日中活動の場の拡充  

→グループホームの施設整備費を補助  

； →グループホームの運営費を嵩上げし、  
■  

医療的ケア、ナイトケア等にも対応  
「  

→国補助対象外の施設にも整備費補助   



長野県  

3障害対応の相談支援センターの実現  

日中活動の場  相談・支援の窓口  生活の場  

求人開拓員  
ハローワーク   

医療・教育  
障害者総合支援センター（圏域単位）  

ホームヘルプ   

サービス  

インフォーマル  

・サービス  

知 的  
コーディネーター  

療 育  
コーディネヤー  

働く場   

企 業  
共同作業所  

通所授産施設  

小規模通所授産  

生活支援  
ワーカー※  

就業支援※  
ワーカー  

生活の場  
グループホーム   

福祉ホーム   

生活東   

通勒寮   
アパート  

家 庭  

身 体  
コーディネーター  

精 神  

コーディネヤー  

ビア  

カウンセラー  憩いの場  
デイサービス   

センター   

訓練の場  

適所更生施設  

※センター職員  

障害保健福祉歯域調整会議（センター運営協議会）  
運営方針等検討、公平性・中立性の確保  

構成：県、市町村、教育、当事者、地域の社会福祉法人等  

タイムケア  

サービス  

運営上のエ夫  

1圏域ごとに、中核的センターを中心にサテライトを置くなどの地域の状況に合わせた配置を調整する。  

2地域療育等支援事業等の相執事業を受託した法人は、相談支援のための職且を中核的センター等に派遣するな  

どセンター事業の運営に協力する。（最大6法人に分割して委託）  

3 圏域調整会譲（センター運営協議会）でセンターの運営方針等を協議し、公平性ヰ立性を確保する。  
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［事例4］  

地域移行に向けた取り組み（滋賀県の例）  
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滋賀県  

体験型グループホーム事業による地域移行の推進  

体験型グループホーム事業   

・  

市
・
相
談
職
・
適
所
施
設
な
ど
 
 

利
用
相
放
 
 

入居検討・報告会諌（3ケ月に1回）   

入居検討ケース  
（入居1．5ケ月前）  

入居日的、II書状況、  
退居後の生活に朋する  
幕向に関すること   

現入居者ケース  
（入居1．ちケ月鶴）  

・入居者の支援計圃に関  
すること  
・退居後の生活に御する  
こと  

退居看ケース  
（退應l．5ケ月後）  

・退居後の生活の様子に  
関すること  

一●■■■●一■●■■■■●■－●■＿－●．．．－－－＿．●■＿J         滋t県社会相祉事業団：企同事業部  
個別ケア会議 ※4  

※1本人■家族、関係者から健康や日常生活習慣、今後の生活に関する以降など60項目についての聞き取り。  

※2 必要に応じて、4泊5日のプレ入居サービスを提供し、利用者の状態像を把握。  

※3 会議の主な参加者は、市町村担当者、コーディネーター、ケアマネ従事者、適所施投担当者、草葉担当など。  

※4体験入居中の他サービスの併用に関すること、地域自立生活移行へ向けたサービス調整について検肘。   
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